
先導的留学生交流プログラム支援制度 

※平成 18 年度は新規プロジェクトの募集は行っていない。 

支援期間 1 プロジェクトあたり 3 年以内 

支援人数（年間） 1 プロジェクトあたり 30 名まで （我が国の大学からの派遣学生） 

奨 学 金 月額 100,000 円 （給付期間 ： 3 ヶ月以上 12 ヶ月以内） 
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旅 費 下級往復航空賃 

支援要件 

・ 我が国の大学が 3 大学以上で形成するコンソーシアムと同じく外国の大学が 3 大学以 

上で形成するコンソーシアムによるプログラムであること。 

・ 正式な大学コンソーシアム間交流協定を締結し、実施するプログラムであること。 

・ 学部レベル、修士レベル又は博士レベルの学生を対象とするプログラムであること。 

・ 学生相互交流プログラムであり、コンソーシアム間の交流する学生数及び留学期間の 

均衡がとれるプログラムであること。 

・ 当該プログラムに参加する派遣学生は、我が国の在籍大学に授業料等を納入し、外国 

の受入れ大学において授業料等の納入を必要としないことが定められているプログラ 

ムであること。 

・ 当該プログラムに参加する学生の資格要件及び選考するときの選考基準・方法等は、 

当該プログラムに参加する我が国及び外国の大学の間で、共通に定められているプロ 

グラムであること。 

・ 当該プログラムに参加する学生の受入れ大学における修学成果は、在籍大学におい 

て、認定されるものとし、当該プログラム参加大学間で、共通の認定方式を定めている 

プログラムであること。 

・ 各コンソーシアムにおいて、事務を総括する代表大学が定められているプログラムであ 

ること。


